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議案第1号

町税条例の一部改正について

町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成22年4月26日提出

福島町長　　村　田　　　駿

町税条例の一部を改正する条例

町税条例（昭和30年福島町条例第46号）の一部を別紙のように改正する

里



別　　紙

改　　　　正　　　　前

こ、j

改　　　　正　　　　後

㈲期限後に納付し、又は納入する税金二引潮鳩こ係る幽

第19粂　納税者又は特別徴収遠路割も第亜条、第亜条、第亜条の2若しくは

第亜条の5（第幻条の7の2において準用する場合を含払以下この条において

同じ）、第47条の4第1項（第47条の5第2項において準用する場合を含む】以

下この条において同じ）、第亜条第1項（法第3別条の8第㌘項及び第公項の

申告書に係る部分を除く。）、第開条の7、第即条、節約条第2項、第鮨粂第1

項若しくは第2項、第102条第2項、第105条、第139粂第1項に規定する納期

限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する教訓こおいては、当該税額又は納

入金楓にそ刷限の延長があったときは、その延長された納期限とする。

以下第1鞍及び第2号において同じ）の翌日から納付又は約人の日までの期間の日

数に応じ、牛14．6パーセント（次の各号に掲げる税敏の区餓こ応じ、当該各号に掲

げる期限については、隼7．3パーーセント）の割合を乗じて計算した金鰍こ柵当する延

滞金額を加算して納付青によって納付し、又は恥入書によって納入しなければなら

ない。

（D（怖）

短）第亜粂第1項の申告蒋法第㍊1条の8第1項、第2項、第4項、第5項又は第

些題の規定による申告封こ限る。）、第粥粂第1項若しくは第2項の申告音叉は第

139粂第1項の申告熱こ係る税舐第4号に掲げる税額を除く。）当棚こ係る

納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

拗第亜粂第1項の申む説法第3別条の8第釘項及び第公項の申告者を除く。）、

第98条第1項若しくは第2項の申告脊又は第139粂第1項の申告苔でその提出期

限後に提出したものに係る税額　当該提出した日までの期間又はその日の翌日か

ら1月を経過する日までの期間

（心（略）

（中　略）

（均等割の税制

第31粂（略）

（納期限後に納付し、又は納入する税金文机錮こ係る延滞戯

第19粂　納税紬雄矧臓掛も第40条、第46条、第46条の2若しくは

第亜条の5（第㍊灸の7の2において準用する場合を含む。以下この条において

同じ）、第47条の4第1項（第47条の5第2項において準用する場合を含む，以

下この条において同じ）、第亜粂第1項（法第㍊1条の8第盟項及び第幻項の

申告書に係る部分を除く。）、第㍊条の7、第併条、第幻粂第2項、第98粂第1

項若しくは第2項、第102粂第2項、第105条、第139粂第1項に規定する納期

限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する敬斜こおいては、当該税甑又は納

入金板にそ醐腑ミあったときは、その延長された納期限とする。

以下第1弓及び第2号において同じ）の翌Hから納付又は納入のロまでの期間の日

数に応じ、年14．6パーセント（次の各巧・に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲

げる期限については、年7．3パーーセント）の割合を乗じて計算した金斬こ相当する延

滞金額を加算して納付番によって納付し、又朝潮人称こよって納入しなければなら

なし＼

（D（略）

（幻第48条第1項の申告封法第詔1条の8第1項、第2項、第4項　又は第19項

Wの祝融こよる申告書に限る。）、第％粂第1項若しくは第2項の申告者又は第

139粂第1項の申告番に係る税椒第4・別こ掲げる税板を除く。）当該税額に係る

納期限の習日から1月を経過する臼までの期間

伽第48条第1項の申告忍法第㍊1灸の8第盟項及び第幻項の申告書を除く。）、

第鮨粂第1項若しくは第2項の申告善又は第139粂第1項の申告善でその提出期

限後に提出したものに係る税額　当該挺出した目までの期間又はその日の翌日か

ら1月を経過する日までの期間

lいき1－

（中　略）

・ニー∴i一・J、・一日：・

第31条（l紛



改　　　　正　　　　前

・二〇

改　　　　正　　　　後

2（略）

3静剰こ定める均等割の軒は、当該均等割の額に法第312条第3項第1号の法人税額

の課税瞭準の算定期間、同項第1彪且の連結事菓年度開始の日から6月の期間若

しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間、　同項第2号の均等

剖額の算定期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有して

いた月数に乗じて得た額をほで除して算定するものとする。この紛釦こおける月数

刷矧こ従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じた

ときは切り捨てる。

（中略

2（略）

3柵こ定める均等割の額は、当該均等割の額に法第312粂第3項第1号の法人税板

の課税標準の算定期間、同項第2号　の連結事業年度開始の日から6月の期間若

しくは同項第3号　職人税額の課税標準の算定期間型さ同項第4号

の期間中において事務所、事業所又は寮等を有して

いた月数に乗じて得た額をほで除して算定するものとするnこの場合における月数

l湖軒こ従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じた

ときは、切り捨てる。

（中略）

（個人の町民税に係る給棚族申告畜）

第誠条の3の2　所柳瀬定する申告書を提
出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」という。）で町内に住

所を有するものは、脚
下この粂㈱こ給与の支払を受けるH
の前日までに、卿清
を、当譲給与支払者を経由してし町長に提出しなければならない。

」払＿当該給与支払者の氏名又は名称

＿良し　扶養親族の氏名

」塾＿そ卿項
と前脚開音で
町内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事剰こつ

いて卿第1項の給与支扱者か
らその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、その異動空四容その他施行規則で定める事項を起載した申告書

を、当該給与支払者を糾して、町長に提出しなければならなし㌔

3　前2項の において これらの規定によ

給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に町長に提杜迫

れたものとみ軋



戻ゝ

改　　　　 正　　　　 前 改　　　　 正　　　　 後

と 給与所得者は、第 1項及び第2 項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給

与支払者が所得税法第198 粂第2項に規定する納税地の の承認を患け

ている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当

該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を 式電子情組

織を使用する方法その他 ’‾の技術を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう∧次条等 4 項において同じ（）により鰍 することができる。

塁 前項の規定の適用がある場合における第 3 項の規定の適用については、同項中「申

告書が」とあるのは 「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理された

ときl とあるのは 「給与支払者が鰍 を受けたときJ と、「受理された日l とある

のは 「提供を垂けた日l とする．

（個人の町民税に係る公 又給者 ‘ 申告勃

第 36 集の 8 の 3 月 203 集の5 第 1項の規定により同項に虹 する岬幣幸

を提出しなければならない猷以下この灸において 「公的年金等受給者」というn ）

で、町内に住所を有するものは、当該申告書の提出の軌 こ経由すべき同項の公

金等の支払者（以下この条において 「公的年金等支払肴 l というn ）から毎年最初に

同項に規定する公 ， 支払いを受ける目の前ロまでに、施行規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、町長に提出しなければならな代

＿出． 当譲公的年金等支払者の名称

．虚し 氏名」姐＿ その他施行規則で定める事項

望 前項又は法第 317 条の 3 の3 第 1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経

由して提出する齢 において、当該坤告書に記厳すべき事項がその年の前年におい

て当該公 】を経由して提用した前項又は法第 317 条の 3 の 3 第 1項

の規定による申告書に記載した事項と展動がないときは、公的年金等受給者は、当

該公 ・ ：払者が所得税法第 20 3 条の 5 第 2 項に規定する国税庁長官の▼‾

を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第 317 条の

3 の3 第 1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記戯した前



改　　　　正　　　　前

∈n

改　　　　正　　　　後

（中　略）

（給与所柑こ係る個人の町民税の脚J御心

第44条（略）

2即的押）納税義務者について、当該納税義務者の前年枠の醐こ給与所得及び公的年

金等に係る所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得及び公的年金等に

係る所得以外の所矧こ係る所得割額を前項の規掛こよって特別徴収の柚こよって

徴収すべき給与所得に係る所得剤額及び均等割額の合算軌こ加算して特別徴収の方

法によって徴収する。ただし、第36条の2第1項の申欄こ給与所得及び公的年金

等に係る所得以外の所御こ係る所得割額を普通徴収の珊こよって徴収されたい旨

の記載があるときは、この限りでなし＼

3前項本文の規定によって給与所締卿絡以外の
所得に係る所得剰額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、

当該給欄こついて給与所得及び公的牢恕執こ係る所得以外の所矧こ係る所得

割鴇の全乱文は二部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認めら

項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することがで亘るL

＆第1項の場合においてゝ同項の規定による申告書がその提出の際に経割せ空き公卿こ凝
出されたものとみなす。

・1M町吊持哩泣虹Lや川j、1バ軸ユニ、トうり八軒増ユニ郵二Ifトト：きJ、ごニード

金等御重
諸を受けている場合には、卿
えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方塾；

より提供することができ旦し

き　前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項や「申

畳替がJとあるのは「申告書に諮酬舛金等支払都こ受理
されたとき」とあるのは「卿
た日」とあるのは「提供を受けた日Jとする。

（中　略）

（給与所得に係る個人の町民税の特別徴の

第亜条（略）

2前項の納税請削こついて、当該納税義務者の前年中の醐こ給与所得

以外の所得がある場合においては、当該給与一所得

鵬以外の所得に係る所得別額を同項の規定によって特別徴収の方法によって

徴収すべき給与所得に係る所得割板及び均等割額の令算鯨に加算して特別徴収の方

法によって徴収する。ただし、第36条の2第1項の申告吾に給与所得

以外の所得に係る所得割願を普通徴収の方法によって徴収されたい吊

の記載があるときは、この限りでなしも

3前項本文の規定によって給与所得者の給与所得

所得に係る所得別願を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、

当該給与所得者について給欄等　　　　　　　　　　　以外の所得に係る所得

割板の全部又は－一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認めら



改　　　　正　　　　　前

召わ

改　　　　　正　　　　　後

れる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得及び公的年金等に係る所

垂以外の所得に係る所得別額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収すること

とされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、

町蘭も当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得及び公的年金等に係る所

遵以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一

部を普通徴収の地こより徴収するものとする。

4　（略）

塁　（略）

（給与珊瑚こ係る特別徴収義務者の指定等）

第亜粂　絹練第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る町民税の特別徴収

義紡都も当該年度の歓旧において同条第1項の納税義矧こ対して給与の支払を

する剤法人でない社悶又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを触以下

同じ〉（他の市町村内において給如〕支払をする者を含む㌔以下同じ）で所得税法

第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある

ものとし、前条第4項の規定による特別徴収に係る町民税の特別徴収義務者は、同

項の当該給与所得郡こ対して、新たに給如）支払をする者となった者とする。

2（晰）
（中　略）

（法人の町民税の申告納付）

第亜粂　町民税を中郡酢ける義務がある法人は、法第㍊1条の8第1項、第2項、

第4項、第5項、爛項の規定による申告書を、同条第1
項、第2項、第4項、第5項、第24項及び第28項の申告納付にあってはそれぞ

れる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得

以外の所制こ係る所得別願の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収すること

とされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、

町長は、当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得

以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は山

部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

1＿第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、か

つ、当該年度の初日において第47条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を

受けている年齢槌歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、＿

これらの規定中「給与所得以外」とあるのは「給与所得及び公的年金等に係る所得

以外】とする。

屋　（略）

卓（略）

（給与所得に係る特別徴収義務者‘の指定靭

第亜条lVJ粂第1項から第3項までの規剋こよる特別徴収に係る町民税の特別徴収

義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払を

する者（法人でない社用又は財団で代鼻音又は管理人の定めのあるものを命む。以下

同じ）他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以卜同じ）で所得税法

第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある

ものとし、前条第5項の規剋こよる糊；り徴収に係る町拭規の特別徴収義格者は、同

項の当該給与所得者に対して、新たに給与の文払をする者となった者とする。

2（略）

（中　略）

（法人の町民税の申告納付）

第亜条　町民税を申告納付する義務がある法人は法第詑1条の8第1項、第2項、

第4項、第19項、第22項及び第23項　　　の規定による申告詔を、同条第1

項、第2項、第4項、第19項及び第23項　　　　の申告納付にあってはそれぞ



改　　　　正　　　　前

・ごq

改　　　　正　　　　後

れこれらの規定による納期限までに同条第27項の申告書にあっては遅滞なく町長

に提出し、及びその申哲に係る税金又は同条第1項後段及び第3項の規定によって

捉用があったものとみなされる申告者に係る税金を施行規則第出号の4様式による

納付苔によって納付しなければならない。

2　法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人又は外国法人が、法の施

行地錮こその節点がある所得について、外国の法人税等を課された場創こおいては、

法第㍊1灸の8第か項及び令第亜条の13に規定するところにより、控除すべき

額をl拍項の規定により申告納付すべき法人税割雛から控除する。

3　脚項の申棚が項の規剋こよる申告書を含む。以下杢空
において同じ）に係る税金を納付する紛糾こおいては、当紬こ係る同条第1

攻、第2項、第4項、第5項又は第別項の納期刊納期限の延長があったときは、

その延長された納期限とする。）の翌口から納付の日までの間の日数Ⅰ舐じ、当該税

額に14．6パーセント（申うーi苗を提出した口（同条第加項の規定の適用がある場合で

当該申告書が、その提肌馴独和こ礎用されたときは、当該鰍l朋までの期間又は

その期間の末日の翌Hから1Jjを経過する日までの期間については、年7．3パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金鰍こ相当する延滞金を加算して施行規則第22号の

4柳こよる納付書によって納付しなければならない。

4　前項の粉剤こ組、て、法人が法節詑1条の第8第1項、第2項、第4呪＿盈旦彗

星成熟担選の申捏巷を提増したロ（当該申告書が、その綻皿期限前に挺出された場合

には、当該巾醤棚の翌日から1年を経過する臼後に同条第27項の申告

古を提出したときは、詐欺その他不正の行為により町民税を免れた法人が法第3飢

条のn第1項又は第3項の祝迅こよる更正があるべきことを予知して当該申告斉を

提出した場合を除き、当該年1年を経過するRの翌日から当該申告書を提出したロ

（法第321灸の8第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限紬こ

提出されたときは、当該申告番の提出期櫛までの期間は、延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。

5（略）

れこれらの規剋こよる納期限までに、同条第盟項の巾告書にあっては遅滞なく町長

に提出し、及びその中告に係る税金又は同条第1項後段及び第3項の規定によって

提出があったものとみなされる申告者に係る税金を施行規則第霊弓の4様式による

納付番によって納付しなければならない。

2　法の施行地こ上たる事務所若しくは事業所を有する法人又は外国法人が、法の施

行地外にその源泉がある所得について、外司の法人税等を課された場合においては、

法第3別条の8第24項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき

額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3　法第3別灸の8第2項の申剖司粂第21項の陥こよる申告番を触以下⊆嬰

選において同じ）に係る税金を納付する腸斜こおいては、、偏刻刻抽こ係る同条第1

項、第2項、第4項又は第19項　　　の裾明納期限の延長があったときは、

その延施された納期限とする。）の習ロから納付のHまでの間の口数に応じ、当該税

額に14．6パーセント（巾牛書を投出したH（同条第23項の規走の適用がある場合で

当該津指揮、その髄刷期限前に提出されたときは、当該提山期限）までの期間又は

その期間の末日の翌日から1月を紺■るHまでの期間については、年7．3パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金栃に相当する延滞金を加算して施行規則第霊胃の

4様式による納付斉によって納付しなければならなし㌔

4　前項の抑こおいて、法人が法第詑1条の第8第1項、第2項、第4唄邸第19

項　　　の申告霧を提川した日（当該岬む斉が、その提出期限前に提出された場合

に軋当別糾　脊脊　　朋の翌日から1年を経過するH後に同条約項の申打

者を提用したときは、詐欺その他不正の行為により町民税を免れた法人が法第㍊1

条のn第1墳又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を

提出した場合を除き、当該年1年を経過するロの翌日から当該申告書を提出した口

（法第氾1集の8第23項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に

提出されたときは当該申告書の提出卿砂までの期間は、延滞金の計算の農礎とな

る期間から控除する。

5（略）



改　　　　　　正　　　　　　前

・・、○

改　　　　　iE　　　　　　後

6　法人税法第81条の出第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務

がある法人で同法第81条の銅第1項の規定の適用を受けmヽるものが、同条第4

項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関

係（同法第2条第は号の7の5に規定する連結完全支配関係という。第馳条第3項

及び第犯条第2項において同じ。）がある連結子法人（同法第2条第は号の7の3

に規定する連結子法人をいう。第帥条第3項及び第誠条第2項において同じ）G萎

縮申告法人（同法第2粂第16号に規定する連結申告法人をいう。第㍊条第2項にお

いて同じ）に限る。）については、同法第81条の24第4項の規定の適用に係る連結

法人税額（法第㍊1条の8第4項に規定する連結法人税額をいう。以下杢墓＿及び第

52条第2項において同じ）の課税標準の算定期間（当該法人の連結事業年度に該当

する期間に限る。第犯粂第2項において同じ）に限り、当該連結法人税掛こ係る

個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割板及びこれと併せて納什すべ

き均等臓こついては、当欄酬甜掛こついて法人税法第81条の24第1項の

規定の適用がないものとみなして、第は条の2の規定を適用することができる。

（中　略）

（法人の町闇矧こ係る不足税板の納付の手続）

第∽条（晰

2前項の場合においては、その不足税板に汰第㍊1条の8第1項、第2項、第4項1

第5項又は第別項醐輌項の中洲こ係る法人擁紬こ係る不足鮪に

ついても同条第1項、第2項、第4項は又は第6項の納郷掛こよるものとする。な

お、納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。）の翌日から納付

の口までの期間の「1数に応じ、年14．6パーセント（前項の納期限までの期間又は当該

納期限の翌日から1月を経過する口までの期間については、牢7．3パーセント）の割

合を乗じて計算した金額に相、当する延滞金を加算して納付しなければならない。

3前項の腸創こおいて、法第㍊1条のn第1項又は第3項の規定による更Jl三の通知

をした口が法第㍊1条の8第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の申告薄

を提出した日（当該申告書が、その提出期限前に提出された湯斜こは、当該申告書の

提出期限）の翌日から1年を経過するR後であるときは、詐欺その他不正の行為によ

6　法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を挺出する義務

がある法人で同法第81条の飢第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4

項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関

係（同法第2粂第は号の7の7に規定する連結完全支配関係という。第帥粂第3項

及び第髭条第2項において同じ）がある連結手法人（同法第2粂第は号の7の3

に規定する連結子法人をいう。第50条第3項及び第犯条第2項において同じ。）G垂

結申告法人（同法第2粂第16号に規定する連結申告法人をいう。第犯粂第2項にお

いて同じ）に限る。）については、同法第81条の別第4項の規定の適用に係る連結

法人税舐法第犯1条の8第4攻に規定する連結法人税額をいう。以下⊆空室及び第

犯粂第2項において同じ）の課税標準の算定期間（当該法人の連結事業年度に該当

する期間に限る。第犯粂第2項において同じ）に限り、、り該連結法人税掛こ係る

個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税別額及びこれと併せて納付すべ

き均等割額については、当該連結法人税師こついて法人税法第81条の24第1項の

規定の適用がないものとみなして、第18条の2の規定を適用することができる。

（中　略）

（法人の町蛸こ係る不足税額の納付の手続）

第50粂（略）

2前項の蓼釦こおいては、その不足税掛こ法第a21条の8第1Ⅰ軋第2項、第4項

又は第は項　　醐剛項の中生瑚棚こ係る法人税割に係る不足額に

ついても同条第1項、第2填又は第4項　　　　の納期限によるものとする。な

お、納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。）の習日から納付

の臼までの期間の日数に応じ、年14．6パーセント（前項の納期限までの捌聞又は当該

納期限の翌日から1月を経過する口までの期間については、牛7．3パーーセント）の割

合を乗じて計算した金掛こ相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

3前項の蓼釦こおいて、法第詑1条のu第1唄又は第3項の規定による更正の通知

をしたHが怯第㍊1条の8第1項、第2項、第4項又は第は項　　　　の申告書

を提山したH（当該申告書が、その提出期限前に提出された場合には、当該申告書の

投出期酔〕翌日から1年を経過する目後であるときは、詐欺その他不正の行為によ




